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下諏訪町では、平成８（１９９６）年に「下諏訪町女性行動計画」を策定して以来、令

和３（２０２１）年に策定した「第６次下諏訪町男女共同参画計画 いきいきパートナー

シップしもすわ～ともにつくる活力ある未来Ⅵ～」まで長期にわたり国際社会の動向やそ

れを踏まえた国や県の動きと連動して、男女共同参画社会の実現に取り組んでまいりまし

た。また、平成１６（２００４）年４月には、男女を問わずこどもからお年寄りまで全員

参加による地域社会づくりを目指して「下諏訪町男女共同参画いきいき社会づくり条例」

を制定しました。 

こうした中、人口減少や少子高齢化をはじめとした社会情勢の変化に伴い、人々の考え

方や働き方、価値観が多様化しています。このような変化に対応していくため、誰もが共

に支え合い、社会のあらゆる分野に参画し、それぞれの持つ個性や能力を十分に発揮する

ことができる男女共同参画社会の実現がより一層重要な課題となっており、平成２７（２

０１５）年には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下「女性活躍推

進法」という。）が制定されるなど、女性の活躍に向けた取組みを推進していくことも求

められています。 

また、平成２７（２０１５）年９月には国連サミットでＳＤＧｓ「持続可能な開発目

標」（Sustainable Development Goals）が採択され、１７あるゴールのうちゴール５には

「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを行う」として日

本だけでなく世界全体が目指すべきゴールが定められています。 

さらに、女性をめぐる課題は、生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻等、複雑

化、多様化、複合化しており、令和４（２０２２）年には「困難な問題を抱える女性への

支援に関する法律」（以下「困難女性支援法」という。）が制定されるなど、「孤独・孤立

対策」といった視点も含め、新たな女性支援強化が求められています。 

しかし、現在も性別による固定的な役割分担意識が残っており、あらゆる分野における

男女格差を示す日本のジェンダーギャップ指数は、世界各国の中でも低い水準にとどまっ

ています。そのため、家庭と仕事・地域活動の両立やジェンダー平等な社会、ライフスタ

イルの多様化への対応、困難を抱える方への支援等、早急に取り組んでいかなければなり

ません。 

令和８（２０２６）年３月をもって計画期間が満了となる「第６次下諏訪町男女共同参

画計画 いきいきパートナーシップしもすわ～ともにつくる活力ある未来Ⅵ～」の取組み

や実績を継承し、最近の社会情勢や国及び県の男女共同参画計画等を踏まえ、令和８（２

０２６）年４月１日から令和１３（２０３１）年３月３１日までの５か年計画として「第

７次下諏訪町男女共同参画計画 いきいきパートナーシップしもすわ～ともにつくる活力

ある未来～」を策定します。 

 

 

 

 

第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 
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（１）この計画は、「男女共同参画社会基本法」第１４条第３項及び「下諏訪町男女共同

参画いきいき社会づくり条例」第１１条に基づく、男女共同参画の推進に関する

「市町村男女共同参画計画」と位置づけます。 

（２）この計画は、町政の総合的な行政運営の指針である「第８次下諏訪町総合計画」 

の第５章思いやりの心をもち、うるおいと安らぎのある住みよいまちにおける個

別計画と位置づけます。 

（３）本計画は、「女性活躍推進法」第６条第２項に基づく【下諏訪町女性活躍推進計画】、

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下「ＤＶ防止法」

という。）第２条の３第３項に基づく【下諏訪町ＤＶ防止基本計画】、「困難女性支

援法」第８条第３項に基づく【下諏訪町困難女性支援基本計画】と位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の位置づけと関係性 

第７次下諏訪町男女共同参画計画 

いきいきパートナーシップしもすわ ～ともにつくる活力ある未来～ 

 
下諏訪町女性活躍推進計画 

町の関連する個別計画 
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▷▶世界の動き 

昭和５０年 

（１９７５年） 

国際連合は「国際婦人年」を提唱し、メキシコシティで史上初の世界女性会議を開催し

ました。そこで「世界行動計画」を採択し、１９７６年から１９８５年までを「国連婦

人の１０年」と定めて、女性の人権擁護と男女平等の実現のための国際的な行動を本格

的に開始しました。 

昭和５４年 

（１９７９年） 

国連総会において、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」（女子差別

撤廃条約）が採択されました。この条約は、あらゆる分野における性による差別の禁止

と差別撤廃に必要な法的措置を講じるとともに、法制度だけでなく、慣習や慣行等個人

の意識も変革するよう求めています。 

昭和６０年 

（１９８５年） 

「国連婦人の１０年」を締めくくる第３回世界女性会議がナイロビで開催されました。

「西暦２０００年に向けての婦人の地位向上のための将来戦略」（ナイロビ将来戦略）

が採択され、各国が取り組むべき施策の指針が示されました。 

平成７年 

（１９９５年） 

北京で第４回世界女性会議が開催され、「女性の権利は人権である」とうたわれた「北

京宣言」と「行動綱領」が採択されました。 

平成１２年 

（２０００年） 

国連特別総会「女性２０００年会議」が国連本部で開催され、「成果文書」と「政治宣

言」が採択され、男女共同参画の推進は、国際的な大きな流れとなりました。 

平成１７年 

（２００５年） 国連本部で開催された、第４９・５４回国連婦人の地位委員会では、「北京宣言及び行

動綱領」及び「女性２０００年会議成果文書」の内容を再確認し、完全実施に向けた一

層の取組みを国際社会に求める内容の宣言が採択されました。 平成２２年 

（２０１０年） 

平成２４年 

（２０１２年） 
第５６・５８回国連婦人の地位委員会では、「自然災害におけるジェンダー平等と女性

のエンパワーメント」の決議案が採択されました。 平成２６年 

（２０１４年） 

平成２７年 

（２０１５年） 

２００１年に策定されたミレニアム開発目標の後継として、国連サミットにおいて、「持

続可能な開発のための２０３０アジェンダ」が採択され、２０１６年から２０３０年ま

でに達成する国際目標として、ＳＤＧｓ「持続可能な開発目標」（Sustainable 

Development Goals）を掲げています。このＳＤＧｓは、１７のゴール、１６９のター

ゲットで構成され、１７のゴールの中に「５ ジェンダー平等を達成し、すべての女性

及び女児のエンパワーメントを行う」と掲げられています。 

令和元年 

（２０１９年） 

Ｇ２０大阪サミットでは、男女平等と女性のエンパワーメントの重要性を強調する大阪

首脳宣言が採択されました。 

令和５年 

（２０２３年） 

Ｇ７男女共同参画・女性活躍担当大臣会合では、ジェンダー平等と全ての女性と女児の

エンパワーメントに関する共同声明がとりまとめられました。 

 

 

３ 計画策定の背景 
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▷▶日本の動き 

昭和５０年 

（１９７５年） 

第１回世界女性会議で採択された「世界行動計画」を国内施策に取り入れるため、「婦

人問題企画推進本部」が総理府内に設置されました。 

昭和５２年 

（１９７７年） 

向こう１０年間の女性の地位向上のための目標が明らかになった「国内行動計画」が策

定されました。 

昭和６０年 

（１９８５年） 

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（以下「男女

雇用機会均等法」という。）の制定、家庭科の男女共修等の国内法等の整備を進め、女

子差別撤廃条約が批准されました。 

昭和６２年 

（１９８７年） 

ナイロビ将来戦略を受けた、「西暦２０００年に向けての新国内行動計画」が策定され

ました。 

平成６年 

（１９９４年） 

「男女共同参画推進本部」「男女共同参画室」「男女共同参画審議会」が設置され、国の

推進体制が整備されました。 

平成８年 

（１９９６年） 

第４回世界女性会議の「行動綱領」等を踏まえ、新たな行動計画である「男女共同参画

２０００年プラン」が策定されました。 

平成１１年 

（１９９９年） 

男女共同参画社会の実現に向け「男女共同参画社会基本法」が制定されました。この基

本法では、男女共同参画社会の形成を２１世紀の最重要課題に位置付け、その実現に向

けての国・地方公共団体及び国民の責務と施策の基本となる事項等について明らかにし

ています。 

平成１２年 

（２０００年） 

「男女共同参画社会基本法」に基づき「男女共同参画基本計画」が策定され、今後実施

する施策の基本的方向や具体的施策の内容が示されました。 

平成１７年 

（２００５年） 

「第２次男女共同参画基本計画」が策定されました。特に重点的に取り組む事項として、

２０２０年までに、社会のあらゆる分野において指導的地位に占める女性の割合が少な

くとも３０％程度になるよう期待し、各分野の取組みを推進すること等が盛り込まれま

した。 

平成２２年 

（２０１０年） 

「第３次男女共同参画基本計画」が策定されました。「男性、こどもにとっての男女共

同参画」等の１５の重点分野が掲げられ、それぞれの重点分野に「成果目標」が設定さ

れました。 

平成２７年 

（２０１５年） 

「女性活躍推進法」が制定され、世代を超えた男女の理解の下、実効性のある取組みを

進めるため「第４次男女共同参画基本計画」が策定されました。 

平成２８年 

（２０１６年） 

誰もが、家庭・職場・地域のあらゆる場で活躍できる、全員参加型の一億総活躍社会を

実現するとした「ニッポン一億総活躍プラン」が閣議決定されました。 

令和２年 

（２０２０年） 
「第５次男女共同参画基本計画」が策定されました。 

令和７年 

（２０２５年） 

多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、「男女雇用機会均等法」が改正

されました。また、情報公表義務化の対象拡大等により、「女性活躍推進法」が改正さ

れました。 
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 ▷▶長野県の動き 

昭和５５年 

（１９８０年） 

長野県における婦人の現状と課題を明らかにし、課題解決のための望ましい施策等の方

向を示した「長野県婦人行動計画」（第１次）が策定されました。 

昭和６１年 

（１９８６年） 

婦人行動計画の成果を評価検討し、国の動向等を踏まえて、新たに婦人行政の施策の指

針となる「新長野県婦人行動計画」（第２次）が策定されました。 

平成３年 

（１９９１年） 

新長野県婦人行動計画の基本的な考え方を継承し、さらに発展させて男女共同参加型社

会の形成をめざすため、「さわやか信州女性プラン」（第３次）が策定されました。 

平成８年 

（１９９６年） 

さわやか信州女性プランの基本的な考え方をさらに発展させ、男女共同参画社会を形成

していくために「信州女性プラン２１」（第４次）が策定されました。 

平成１３年 

（２００１年） 

男女共同参画社会の形成を促進するため、「パートナーシップながの２１」（第１次長野

県男女共同参画計画）が策定されました。 

平成１４年 

（２００２年） 
「長野県男女共同参画社会づくり条例」が制定されました。 

平成１８年 

（２００６年） 

「パートナーシップながの２１」の成果や課題等を踏まえ、「第２次長野県男女共同参

画計画」が策定されました。 

平成２３年 

（２０１１年） 
「第３次長野県男女共同参画計画」が策定されました。 

平成２８年 

（２０１６年） 

「第４次長野県男女共同参画計画」が策定されました。 

長野県性暴力被害者支援センター「りんどうハートながの」が開設されました。 

令和２年 

（２０２０年） 
長野県就業促進・働き方改革「基本方針」と「アクションプラン」が策定されました。 

令和３年 

（２０２１年） 

「第５次長野県男女共同参画計画」が「長野県女性活躍推進計画」と一体的に策定され

ました。また、「第５次長野県配偶者からの暴力の防止及び被害者のための支援基本計

画」が策定されました。 

令和５年 

（２０２３年） 

「長野県パートナーシップ届出制度」が制定され、双方又はいずれか一方が性的マイノ

リティであるお二人が、お互いを人生のパートナーとすることの証明を持てるようにな

るほか、サービスを受けられる場面が増えました。また、女性の職業生活における活躍

の推進に向けて、情報や課題の共有、意識改革や行動変容につなげるため、「女性から

選ばれる長野県を目指すリーダーの会」が発足しました。 

令和６年 

（２０２４年） 
「長野県困難な問題を抱える女性への支援に関する基本計画」が策定されました。 
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▷▶下諏訪町の動き 

平成４年 

（１９９２年） 

国に先駆けて女性活動懇談会を設置し、女性行動計画についての研究を行い、「下諏訪

町にも女性行動計画が必要である」と計画策定を町に要望しました。 

平成６年 

（１９９４年） 
女性行動計画策定委員会を設置し、策定作業を行いました。 

平成８年 

（１９９６年） 

「下諏訪町女性行動計画」を策定し、①よりよい男女共生社会をめざす人づくり、②男

女共同に基づく家庭づくり、③女性いきいき社会参加の環境づくり、④女性の健康いき

いき環境づくり、⑤生きがいのある福祉社会の環境づくり の５つを重点課題として施

策に取り組むこととしました。 

平成１３年 

（２００１年） 
「下諏訪町男女共同参画計画」を策定しました。 

平成１６年 

（２００４年） 

４月１日に「下諏訪町男女共同参画いきいき社会づくり条例」が施行したことにともな

い、「下諏訪町男女共同参画計画改訂版」を発行しました。 

平成１８年 

（２００６年） 
「第３次下諏訪町男女共同参画行動計画」を策定しました。 

平成２３年 

（２０１１年） 

「第４次下諏訪町男女共同参画行動計画 いきいきパートナーシップしもすわ～ともに

つくる活力ある未来Ⅳ～」を策定しました。 

平成２７年 

（２０１５年） 

「第５次下諏訪町男女共同参画計画 いきいきパートナーシップしもすわ～ともにつく

る活力ある未来Ⅴ～」を策定しました。 

「女性活躍推進法」に基づき、女性職員の活躍のための計画「特定事業主行動計画」を

策定しました。 

平成２８年 

（２０１６年） 

９月１６日、事業者や管理職等が、従業員や部下の仕事と家庭の両立を支援していくこ

とを宣言する「イクボス・温かボス宣言」を諏訪地域で初めて宣言しました。また、平

成２９年度には宣言対象を係長職まで拡大しました。 

令和２年 

（２０２０年） 

「第６次下諏訪町男女共同参画計画 いきいきパートナーシップしもすわ～ともにつく

る活力ある未来Ⅵ～」を策定しました。 

令和３年 

（２０２１年） 

従来計画の取組状況を踏まえ、各種取組をより一層推進するため、「第２次特定事業主

行動計画」を策定しました。 
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平成２５年 

（２０１３年） 

「ＤＶ防止法」について、一部改正され、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及

びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象と

されることとなりました。 

平成２６年 

（２０１４年） 

パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるようにするた

め、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」（パートタイム労働法）が改正さ

れました。 

平成２７年 

（２０１５年） 

女性が職業生活において、その希望に応じて十分に個性と能力を発揮し、活躍できる環

境を整備するため、「女性活躍推進法」が制定されました。 

平成２８年 

（２０１６年） 

介護休業・育児休業を取得しやすくするため「育児休業・介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律」（以下「育児・介護休業法」という。）が改正されま

した。 

平成３０年 

（２０１８年） 

働き方改革を総合的に推進するため、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に

関する法律」（働き方改革推進法）が制定されました。 

政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進するため、「政治分野におけ

る男女共同参画の推進に関する法律」が制定されました。 

令和元年 

（２０１９年） 

「女性活躍推進法」が改正され、一般事業主行動計画の策定及び女性の活躍に係る情報

公表項目に関する義務対象が拡大されました。 

セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化を目的として、「男女雇用機会均等法、

育児・介護休業法、労働施策総合推進法（パワハラ防止法）」が改正されました。 

令和４年 

（２０２２年） 

「女性活躍推進法」が改正され、情報公表項目に「男女の賃金の差異」が追加されたほ

か、公表対象の事業所が拡大しました。また、従来の枠組みでは対応しきれなかった、

経済的・社会的困窮の視点も含めた、多様かつ複雑な問題を抱える女性への支援拡充の

ため、「困難女性支援法」が制定されました。 

令和５年 

（２０２３年） 

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資すること

を目的として「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解

の増進に関する法律」（ＬＧＢＴ理解増進法）が制定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 最近の関係法制度の整備状況 
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この計画では、「下諏訪町男女共同参画いきいき社会づくり条例」の６つの基本理念に

基づき、男女共同参画社会を実現するための環境づくりを推進していきます。 
 

   １ 人権の尊重 

     性別等による差別をされず、誰もがそれぞれの持つ個性や能力を発揮する機会

が確保され、人権が尊重されること。 
 

   ２ 社会における制度又は慣行についての配慮 

     固定的な性別役割分担等に基づいた習慣を見直し、誰もが活躍できること。 
 

   ３ 家庭生活と他の活動の両立 

     誰もが互いの協力と社会の支援の下に、家事、子育て、介護等家庭における責

任及び役割を果たすことができるとともに、その他のあらゆる社会生活との両

立ができること。 
 

   ４ 政策等の立案及び決定の場への共同参画 

     政策、方針等の立案の場、決定の場において、誰もが対等に参画できること。 
 

   ５ 生涯にわたる心と体の健康 

     誰もが性への理解を深め、生涯にわたる性及び妊娠・出産等健康について自ら

の意思が尊重され、心身の健康が維持されること。 
 

   ６ 国際社会の動向を踏まえた取組 

     男女共同参画社会づくりには、国際社会における取組みが反映されること。 

 

 

 計画の推進にあたっては、最近の社会情勢やこれまでの計画を総括するなかで、これか
ら町が主体的に取り組むべき課題として、以下の３点に基本的視点を置き、考え進めてい
きます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

２ 基本目標 

基本目標 
Ⅰ 男女共同参画に向けた意識の確立・基盤整備 
Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 
Ⅲ 安心・安全な暮らしの実現 
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目標Ⅰ 男女共同参画に向けた意識の確立・基盤整備 

方針１ 

 男女共同参画をめざす意識 

づくり 

施策１ 家庭や地域等に対する固定的意識解消に

向けた普及・啓発 

施策２ こども・教職員等に対するジェンダー平等

を推進するための普及・啓発 

施策３ 性の多様性を踏まえた施策の推進 

方針２  

男女共同参画推進のための 

基盤整備 

施策１ ジェンダー主流化の具体化 

施策２ 多様な主体との協働・推進体制の充実 

目標Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

方針１  

男女共同参画の推進による豊か

な社会づくり 

施策１ 政策・方針決定過程への多様な人材の参画 

推進 

施策２ 防災をはじめとした地域活動への多様な 

人材の参画推進 

方針２  

職業生活における男女共同 

参画の推進 

【下諏訪町女性活躍推進計画】 

施策１ いきいき活躍できる職場環境の整備 

施策２ ワーク・ライフ・バランスの一層の推進 

目標Ⅲ 安心・安全な暮らしの実現 

方針１ 

 あらゆる暴力の根絶と様々 

な困難を抱える女性の支援 

【下諏訪町ＤＶ防止基本計画】 

【下諏訪町女性支援基本計画】 

施策１ 暴力の根絶と犯罪等の防止 

施策２ 関係機関との連携による支援体制の強化 

方針２ 

誰もが健やかに暮らせる 

環境づくり 

施策１ 生活基盤の整備と支援 

施策２ 高齢者や障がいのある人の社会参画の 

推進 

施策３ 生涯を通じた心身の健康支援 

３ 計画の体系 
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 男女共同参画に向けた意識は徐々に広まりつつあり、令和６年度に町が実施した男女共同参画に

ついての町民意識調査（以下「町民意識調査」という。）の結果では、「男は仕事、女は家庭」とい

う性別によって役割を固定する考えについて、「賛成」と答えた割合は１９.６４％、「反対」と答え

た割合は６９.０７％でした。前回調査を実施した令和２年度と比較し、性別によって役割を固定

する考えについて、「反対」と答えた割合は増加しています。 

しかし、男女の立場の平等感について、「男性が優遇されている」と回答した人の割合は前回調査

とほとんど変わっておらず、慣習や政治、法律・制度においては微増しています。また、今回新た

に設けた「社会全体」の項目では、７割以上が「男性が優遇されている」と回答しています。 

性別によって役割を固定することに反対していても、アンコンシャス・バイアス（無意識の思い

込み）により、男女共同参画の妨げとなる言動を気付かずにしている人が多くいることがうかがえ

ます。このため、アンコンシャス・バイアス解消に向けた意識改革を進める必要があります。 

また、性別だけでなく、ジェンダー、年齢、国籍、文化、障がいの有無、価値観等の違いによら

ず、誰もがいきいきと暮らせる社会となるよう、家庭・学校・職場・地域等において、普及・啓発

活動を進めることが重要です。 

 

● 「男は仕事・女は家庭」という性別によって役割を固定する考え（固定的性別役割分担意識）に 

ついて、あなたはどう思いますか？ 

【令和元年度】 

 

 

 

【令和６年度】 

 

 

 

→前回調査時と比べ、（どちらかといえば）反対と回答した割合は、12.38 ポイント増加しています。 

 

● あなたは男女の立場についてどのように感じていますか？ 

【社会全体】 

 

 

 

 

 

第３章 計画の内容 

目標Ⅰ 男女共同参画に向けた意識の確立・基盤整備 

▷▶現状と課題 



目標Ⅰ 男女共同参画に向けた意識の確立・基盤整備 

11 

 

  

 

○施策１ 家庭や地域等に対する固定的意識解消に向けた普及・啓発 

    広報誌やしもすわインフォ等による情報発信、男女共同参画セミナー等による啓発を通じて、 

固定的性別役割分担意識の払拭やアンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）等の解消を図 

ります。 

事業の内容 所管課 

男女共同参画に関する情報発信を広報誌やしもすわインフォ等により実施

します。 

総務課 

関係各課 

男女共同参画について理解を深めるためのセミナーの情報周知や町として

の学習会の開催を企画します。 

☆下諏訪町男女共同参画セミナーの開催（総務課） 

総務課 

関係各課 

あらゆる団体等が、男女共同参画を念頭に置いて活動できるよう、学習の場

や情報・意見交換会の場の提供を行います。 

☆下諏訪町職員出前講座「まちづくりおでかけトーク」（総務課） 

総務課 

関係各課 

男女共同参画に関する図書・映像資料等を紹介します。 

☆男女共同参画週間（６／２３～２９）に合わせた、町図書館での男女共同 

参画に関する啓発パネル展、関連本紹介の実施（総務課・教育こども課） 

総務課 

教育こども課 

関係各課 

男女共同参画に関する研修の情報提供や講師紹介を行います。 
総務課 

関係各課 

  ☆：具体的事業 

○施策２ こども・教職員等に対するジェンダー平等を推進するための普及・啓発 

    発達段階に応じた教育や情報提供を行うほか、指導する教職員等の理解を深めるための研修を 

行い、性別等によらず誰もがのびのびと個性や能力を発揮できる環境づくりを推進します。 

事業の内容 所管課 

性別等によらない教育を一層充実させます。 
教育こども課 

関係各課 

発達段階に応じた啓発を実施します。 

☆保育園児や小学生を対象とした、人権に関する人形劇の開催（住民環境課） 

☆保健師、養護教諭による中学校における「ＳＯＳの出し方教育」の実施 

 （保健福祉課） 

住民環境課 

保健福祉課 

関係各課 

教職員等を対象とした男女共同参画の研修を行います。 教育こども課 

【再掲】男女共同参画等に関する図書・映像資料等を紹介します。 

☆男女共同参画週間（６／２３～２９）に合わせた、町図書館での男女共同 

参画に関する啓発パネル展、関連本紹介の実施（総務課・教育こども課） 

総務課 

教育こども課 

 

 

 

方針１ 男女共同参画をめざす意識づくり 
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○施策３ 性の多様性を踏まえた施策の推進 

   「男性」「女性」という二通りではなく、一人ひとり性のあり方は異なり、 

「ありのままがあたりまえ」であるという考え方を周知啓発し、誰もが差別 

や偏見、生きづらさを抱えず、尊重される環境づくりを目指します。 

事業の内容 所管課 

多様な性のあり方についての情報発信を広報誌やしもすわインフォ等によ

り実施します。 

総務課 

関係各課 

多様な性のあり方について理解を深めるための県等によるセミナーの情報

周知や町としての学習会の開催を企画します。 

総務課 

関係各課 

多様な性のあり方に関する図書・映像資料等を紹介します。 

☆男女共同参画週間（６／２３～２９）に合わせた、町図書館での男女共同 

参画に関する啓発パネル展、関連本紹介の実施（総務課・教育こども課） 

総務課 

教育こども課 

 
 
 

誰もが持っている性の要素です。生まれた時のからだの特徴のほか、３つの要素の組み合わせに 

よって、一人ひとりの性の在り方が決まると考えられています。 

Ｓexual Ｏrientation Ｇender Ｉdentity Ｇender Ｅxpression 

好きになる性（性的指向） 自分の思う性（性自認） あらわす性（性表現） 

どんな性別の人を好きになる

か、ならないか 

自分のことを女だと思う、男だ

と思う、どちらでもある、どち

らでもない 等 

どんな服を着るか、どんな髪型

をするか、自分を何と呼ぶか

（わたし、ぼく、おれ） 等 

一人ひとりのＳＯＧＩＥはグラデーション。３つの要素について、どこにいると感じるか、 

どれくらい強く感じるか、人それぞれです。 
 
 
 

ＳＯＧＩＥが多くの人と異なる人たちを「ＬＧＢＴＱ＋」と呼びます。１０人弱に１人（８％） 

の方がＬＧＢＴＱ＋とも言われています。 

一人ひとりに性のあり方があり、ＬＧＢＴＱ＋の人だけではなく、すべての人が多様な性の 

当事者です。 

同性が好きレズ：Ｌ／ゲイ：Ｇ、同性も異性も恋愛対象になるバイセクシャル：Ｂ、 

生まれた時に決められた性に違和感があるトランスジェンダー：Ｔ、 

自分の性が分からない、決めたくないクエスチョニング：Ｑ、それ以外の多様な性：＋ 

 
 
 

本人の同意なく、第三者に「その人がＬＧＢＴＱ＋である」ことを暴露することを「アウティン 

グ」といいます。アウティングにより、本人が居場所を奪われ、自殺に追い込まれることもあるの 

で、絶対にしてはいけません。 

 
 
 

   アウティングやＳＯＧＩＥに関する差別や嫌がらせを「ソジハラ」といいます。２０２０年６月 

から事業主に対し、防止対策が義務付けられているパワハラにソジハラが含まれています。 

ＳＯＧＩＥ（ソジー／性の多様性）とは？ 

ＬＧＢＴＱ＋（エルジービーティーキュープラス／性的マイノリティ）とは 

アウティングは絶対にダメ！ 

ＳＯＧＩＥハラスメント（ソジハラ）は絶対にダメ！ 
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○施策１ ジェンダー主流化の具体化 

    あらゆる分野におけるジェンダー平等の実現及びジェンダー・ギャップの解消を図るため、男 

女それぞれが抱える課題やニーズを踏まえながら、すべての施策や事業にジェンダー平等の視点 

を取り入れ、立案・実施していく「ジェンダー主流化」の浸透及び実践を推進します。 

事業の内容 所管課 

町職員の意識改革を図り、男女共同参画社会を実現するため、各課に「下諏

訪町役場男女共同参画推進会議委員」を任命します。 
総務課 

男女共同参画のよりよい社会づくりをめざして、男女共同参画に関する施策

の総合的な企画とその推進に資するため、各区・各種団体の代表者等による

「しもすわ男女共同参画推進委員会」を設置します。 

総務課 

町職員に対して、男女共同参画の推進及び施策への理解を深めるための研修

を行います。 

☆新入職員研修における「第７次下諏訪町男女共同参画計画」の説明 

総務課 

男女共同参画推進を阻害する要因について調査・研究します。 総務課 

各担当課における男女共同参画施策をチェックします。 全課 

男女共同参画の視点から、公共施設等の掲示物等を点検します。 全課 

町の発行する刊行物について、男女共同参画の視点から差別的表現がないか

点検します。 
全課 

 

 ○施策２ 多様な主体との協働・推進体制の充実 

    男女共同参画や人権に関する県の機関、近隣市町村、警察や医療機関、民間団体等と情報共有 

や緊密な連携を図るほか、庁内各課の相談窓口や支援体制の整理・情報発信を行い、効果的かつ 

効率的な普及啓発、取組の推進に努めます。 

事業の内容 所管課 

国や県が開催する会議や６市町村の担当者会議に参加し、情報共有や連携強

化を図ります。 
関係各課 

【再掲】町職員の意識改革を図り、男女共同参画社会を実現するため、各課

に「下諏訪町役場男女共同参画推進会議委員」を任命します。 
総務課 

【再掲】男女共同参画のよりよい社会づくりをめざして、男女共同参画に関

する施策の総合的な企画とその推進に資するため、各区・各種団体の代表者

等による「しもすわ男女共同参画推進委員会」を設置します。 

総務課 

ジェンダー問題に関する相談窓口の整備と情報発信を推進します。 関係各課 

方針２ 男女共同参画推進のための基盤整備 
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少子高齢化や人口減少が進むなか、町民が暮らしやすい町にするためには、あらゆる分野におい

て、性別等によらず誰もがそれぞれの持つ個性と能力を十分に発揮することができることが重要で

す。ＳＤＧｓ「持続可能な開発目標」のうち、ゴール５には「ジェンダー平等を達成し、すべての

女性及び女児のエンパワーメントを行う」として、日本だけでなく世界全体が目指すべきゴールが

定められています。しかし、地域や企業におけるリーダー的立場や方針決定の場への女性の参画は

限定的です。令和６年度に実施した町民意識調査の結果では、職場における平等感について、５割

近くが「男性が優遇されている」と回答しており、地域においては、６割近くが「男性が優遇され

ている」と回答しています。この背景には、家事・育児・介護が女性の役割となっているほか、家

族や会社の協力が得られず、女性の参画が阻害されていることが一因に挙げられます。 

また、令和６年度に実施した男女共同参画についての事業所意識調査（以下「事業所意識調査」

という。）の結果では、女性管理職登用について、３割が「登用したいが現実には難しい」と答えて

いるほか、男性従業員が育児・介護休暇を取得することについて、４割が「取得して欲しいが現実

には難しい」と答えており、管理職登用や育児・介護休暇取得に課題があることが分かります。 

これらを解消するには、働く場と家庭の場における男女の均等な機会と待遇を確保し、「仕事と

生活の調和」（ワーク・ライフ・バランス）を推進することが必要です。 

また、地震や風水害等の自然災害が年々増加しており、日頃から防災・減災意識を高めることが

必要となっています。これらの取組に多様な人材の参画を促進し、非常時における多様な視点やニ

ーズの違い等、男女共同参画の視点を取り入れた防災・減災・復興体制としていくことが大事です。 

 

● あなたは男女の立場についてどのように感じていますか？ 

【職場】  

 

 

 

 

 

【地域】 

 

 

 

 

目標Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

▷▶現状と課題 
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● 女性が働き続ける妨げとなっていることはどのようなことだとお考えですか？ 

（３つまで可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 女性の管理職登用についてどうお考えですか？ （事業所意識調査） 

 

 

 

 

 

● 男性従業員が育児・介護休業を取得することについてどうお考えですか？（事業所意識調査） 

 

 

 

 

 

● 日頃の防災や災害対策本部・避難所の運営、復旧・復興等における男女共同参画、意思決定の 

場への女性の参画についてどうお考えですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ＳＤＧｓ「持続可能な開発目標」１７のゴール 
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○施策１ 政策・方針決定過程への多様な人材の参画推進 

    町では、性別等によらず希望者に対しての研修の実施や職員の採用・配置、管理職への登用を 

図り、それぞれの持つ個性や能力を十分に発揮することができる職場環境の整備を進めます。 

 また、町の施策に性別等によらず広く町民の意見が反映されるよう、町の審議会等における 

選任方法の見直しや多様な視点を反映するための手法等について検討します。 

 また、地域や社会活動への多様な人材の参画を阻害する要因や課題を調査・分析し、その結果 

を広報誌等で公表するほか、企業や町内会等に情報提供し、固定的性別役割分担意識の払拭や従 

来からのしきたりの見直し等を図ることで、方針決定過程への多様な人材の参画促進を図ります。 

事業の内容 所管課 

女性のエンパワーメントを支援します。 全課 

【再掲】町職員に対して、男女共同参画の推進及び施策への理解を深めるた

めの研修を行います。 

☆ハラスメント防止、イクボス・温かボス等の研修 

総務課 

各審議会等に対し、男女共同参画に関する情報提供を行います。 総務課 

【再掲】各担当課における男女共同参画施策をチェックします。 全課 

女性活躍推進法第２１条の規定に基づき、町役場における女性の職業選択に

資する情報を公表します。 

下諏訪町ホームページ：https://www.town.shimosuwa.lg.jp 

→「女性の職業選択に資する情報の公表」とホームページ内検索 

総務課 

審議会等委員の選任方法の見直しを行うなど、性別等に偏りのない審議会等

目指します。 
全課 

【再掲】男女共同参画推進を阻害する要因について調査・研究します。 総務課 

【再掲】男女共同参画のよりよい社会づくりをめざして、男女共同参画に関

する施策の総合的な企画とその推進に資するため、各区・各種団体の代表者

等による「しもすわ男女共同参画推進委員会」を設置します。 

総務課 

【再掲】男女共同参画に関する情報発信を広報誌やしもすわインフォ等によ

り実施します。 

総務課 

関係各課 

【再掲】男女共同参画について理解を深めるための県等によるセミナーの情

報周知や町としての学習会の開催を企画します。 

☆下諏訪町男女共同参画セミナーの開催（総務課） 

総務課 

関係各課 

【再掲】あらゆる団体等が、男女共同参画を念頭に置いて活動できるよう、

学習の場や情報・意見交換会の場の提供を行います。 

☆下諏訪町職員出前講座「まちづくりおでかけトーク」（総務課） 

総務課 

関係各課 

【再掲】男女共同参画に関する図書・映像資料等を紹介します。 

☆男女共同参画週間（６／２３～２９）に合わせた、町図書館での男女共同 

参画に関する啓発パネル展、関連本紹介の実施（総務課・教育こども課） 

総務課 

教育こども課 

関係各課 

【再掲】男女共同参画に関する研修の情報提供や講師紹介を行います。 
総務課 

関係各課 

方針１ 男女共同参画の推進による豊かな社会づくり 
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○施策２ 防災をはじめとした地域活動への多様な人材の参画推進 

 セミナー、広報誌等を通じて、男女共同参画や人権尊重の視点に基づき、誰もが積極的に地域 

活動へ参画できる体制づくりを推進します。 

事業の内容 所管課 

【再掲】男女共同参画に関する情報発信を広報誌やしもすわインフォ等によ

り実施します。 

総務課 

関係各課 

【再掲】男女共同参画について理解を深めるためのセミナーの情報周知や町

としての学習会の開催を企画します。 

☆下諏訪町男女共同参画セミナーの開催（総務課） 

総務課 

関係各課 

【再掲】あらゆる団体等が、男女共同参画を念頭に置いて活動できるよう、

学習の場や情報・意見交換会の場の提供を行います。 

☆下諏訪町職員出前講座「まちづくりおでかけトーク」（総務課） 

総務課 

関係各課 

【再掲】男女共同参画に関する図書・映像資料等を紹介します。 

☆男女共同参画週間（６／２３～２９）に合わせた、町図書館での男女共同 

参画に関する啓発パネル展、関連本紹介の実施（総務課・教育こども課） 

総務課 

教育こども課 

関係各課 

【再掲】男女共同参画に関する研修の情報提供や講師紹介を行います。 
総務課 

関係各課 

性別等によらず誰もが参加しやすい防災訓練を実施します。 総務課 

地域の自主防災組織や防災ネットワーク等への多様な人材の参画を推進し、

多様な視点やニーズを取り入れるよう働きかけるとともに、地域活動への参

画機会の拡大を図ります。 

総務課 

多様な人材の消防団への入団を促進し、活動しやすい環境を整備します。 消防課 
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○施策１ いきいき活躍できる職場環境の整備 

 事業者に対し、関係法制度や法律に基づき事業主が講ずべき措置等の周知啓発を図り、性別等 

による差別、あらゆるハラスメント、ライフイベント等を理由とする不利益等のない職場づくり 

の推進を目指します。また、よりよい職場環境づくりに取り組む企業の支援を行い、「働きやす 

さ」と意欲に応じたキャリア形成が出来る「働きがい」が両立する職場環境の整備を促進します。 

事業の内容 所管課 

【再掲】女性のエンパワーメントを支援します。 全課 

関係法制度に基づく公正な雇用機会や待遇確保についての情報発信を広報

誌やしもすわインフォ等により実施します。 

産業振興課 

総務課 

諏訪人権擁護委員協議会の男女共同参画部会において、企業への人権啓発・

広報活動を実施します。 
住民環境課 

女性や若者、障がい者の積極的な雇用等、働きやすい職場環境づくりに取り

組む企業を支援します。 
産業振興課 

【再掲】あらゆる団体等が、男女共同参画を念頭に置いて活動できるよう、

学習の場や情報・意見交換会の場の提供を行います。 

☆下諏訪町職員出前講座「まちづくりおでかけトーク」（総務課） 

総務課 

関係各課 

【再掲】男女共同参画に関する図書・映像資料等を紹介します。 

☆男女共同参画週間（６／２３～２９）に合わせた、町図書館での男女共同 

参画に関する啓発パネル展、関連本紹介の実施（総務課・教育こども課） 

総務課 

教育こども課 

関係各課 

【再掲】男女共同参画に関する研修の情報提供や講師紹介を行います。 
総務課 

関係各課 

 

○施策２ ワーク・ライフ・バランスの一層の推進 

    仕事と家庭の両立の必要性について、広報誌等により企業等の理解促進に努めるほか、多様 

   な働き方を支援する制度の定着を働きかけます。 

事業の内容 所管課 

下諏訪町こども計画に基づき、子育て支援の充実を図ります。 

☆病児・病後児施設を利用した際に利用料に対し補助金を交付 

（教育こども課） 

☆子育てに関する悩みや不安を解消するための育児相談の開催 

☆乳幼児の健やかな成長、発達を確認するための乳幼児健診の実施 

☆妊娠中の健康管理や育児について学ぶ教室の開催両親学級 

（保健福祉課） 

教育こども課 

保健福祉課 

関係各課 

長時間保育・未満児保育・土曜保育・一時保育・誰でも通園制度・児童健全

育成事業等、多様な子育て支援の充実を図り、その家族に対する支援をしま

す。 

☆ファミリーサポート事業、子育て短期支援事業（教育こども課） 

教育こども課 

関係各課 

方針２ 職業生活における男女共同参画の推進 
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育児・介護休業制度活用のための情報を提供します。 

☆母子手帳の交付時に、働きながら安心して妊娠・出産するための支援制度 

や父親の育児休暇取得に関する情報を提供（保健福祉課） 

教育こども課 

産業振興課 

保健福祉課 

関係各課 

女性の就業や再就職、短時間勤務やテレワーク等の多様な働き方に関する情

報発信を広報誌やしもすわインフォ等により実施します。 

産業振興課 

総務課 

【再掲】女性や若者、障がい者の積極的な雇用等、働きやすい職場環境づく

りに取り組む企業を支援します。 

産業振興課 

保健福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 町の各種委員会・審議会等における女性委員の参画状況（令和３年度～令和７年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○●働きやすい職場環境づくりに取り組む町内企業●○ 

☆「社員の子育て応援宣言企業」・・・・・・・・・・・・・・１６事業所 

 →従業員が仕事と家庭の両立ができるような、「働きやすい職場環境づくり」に取り

組むことを宣言している企業・事務所。 

☆「職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業」・・・・・・ ４事業所 

 →仕事と家庭の両立ができる職場環境の改善や雇用の安定を進め、従業員がいき 

いきと働き続けられるよう短時間正社員制度等、多様な働き方の制度を導入し、 

実践的な取組みを行っている「一歩進んだ」企業・事業所。 

【令和７年１２月末現在】 

※各年４月１日現在 

※各年４月１日現在 
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男女共同参画社会の基本にあるのは、男女平等意識に基づく人権尊重です。しかし、性差別意識

や性別による固定的な役割分担意識を主な原因とする性暴力やドメスティック・バイオレンス（Ｄ

Ｖ）、職場におけるセクシュアル・ハラスメント（以下「セクハラ」という。）やマタニティ・ハラ

スメント（以下「マタハラ」という。）等の人権侵害が社会問題となっています。令和６年度に実施

した町民意識調査においても、４.５１％の方がＤＶの被害経験について「自分が直接経験したこ

とがある」と回答しており、性暴力やＤＶ、セクハラ等は重大な人権侵害であり、犯罪であること

の周知と犯罪防止に向けた啓発、被害者に対する継続的支援等に取り組む必要があります。 

また、現代はストレスや生活習慣の乱れにより、性別等によらず心の病や生活習慣病等、心身に

何らかの不調を抱える人が増えてきています。加えて、出産に伴う産後うつのほか、認知症や寝た

きりになる高齢者も増加していることから、ライフステージに応じた健康づくりに積極的に取り組

むことが重要です。 

 

● 「ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）」配偶者や恋人など親密な関係の相手からの暴力に 

ついて経験したり、見聞きしたりしたことはありますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

●行政機関による相談窓口はご存じですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標Ⅲ 安心・安全な暮らしの実現 

 
▷▶現状と課題 
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○施策１ 暴力の根絶と犯罪等の防止 

暴力やハラスメントには様々な種類があり、決して許されない行為であることを広く啓発する 

とともに、加害者にも被害者にもならないよう、様々な機会を通じて予防啓発を行います。 

事業の内容 所管課 

ハラスメントや暴力防止等に関する情報発信を広報誌やしもすわインフォ

等により実施します。 

総務課 

関係各課 

ハラスメントや暴力防止等に関する理解を深めるためのセミナーの情報周

知や町としての学習会の開催を企画します。 

☆下諏訪町男女共同参画セミナーの開催（総務課） 

総務課 

関係各課 

あらゆる団体等が、ハラスメントや暴力防止等の視点を踏まえた活動できる

よう、学習の場や情報・意見交換会の場の提供を行います。 

☆下諏訪町職員出前講座「まちづくりおでかけトーク」（総務課） 

総務課 

関係各課 

ハラスメントや暴力防止等に関する図書・映像資料等を紹介します。 

☆男女共同参画週間（６／２３～２９）に合わせた、町図書館での男女共同 

参画に関する啓発パネル展、関連本紹介の実施（総務課・教育こども課） 

総務課 

教育こども課 

関係各課 

ハラスメントや暴力防止等に関する研修の情報提供や講師紹介を行います。 
総務課 

関係各課 

【再掲】発達段階に応じた啓発を実施します。 

☆保育園児や小学生を対象とした、人権に関する人形劇の開催（住民環境課） 

☆保健師、養護教諭による中学校における「ＳＯＳの出し方教育」の実施 

 （保健福祉課） 

住民環境課 

保健福祉課 

関係各課 

学校において、ネットモラルについての授業や講習会を実施するなど、ＳＮ

Ｓ等の「見えにくいいじめ」や「匿名ゆえの過度な誹謗中傷」による加害者・

被害者にならないために知識の習得を支援します。 

教育こども課 

こども達を指導する教職員や保護者に対するネットモラルの周知啓発に努

めます。 
教育こども課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針１ あらゆる暴力の根絶と様々な困難を抱える女性の支援 

【下諏訪町ＤＶ防止基本計画】【下諏訪町女性支援基本計画】 
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○施策２ 関係機関との連携による支援体制強化 

    庁内の関係各課や県の機関、警察等と連携し、相談しやすい環境の整備・充実と包括的か 

つ継続的な支援に努めます。 

事業の内容 所管課 

国・県及び町等の相談窓口に関する情報発信を広報誌やしもすわインフォ等

を活用し、積極的に実施します。 

総務課 

関係各課 

【再掲】国や県が開催する会議や６市町村の担当者会議に参加し、情報共有

や連携強化を図ります。 
関係各課 

保育園、学校、警察、医療機関等関係者との連携・情報共有を強化し、虐待

等の防止と早期の発見・家庭支援に努めます。 

☆しもすわ子ども人権ネットワーク会議の開催（教育こども課） 

教育こども課 

保健福祉課 

関係各課 

民間シェルターの設立・運営に関する情報提供等の支援をします。 

総務課 

教育こども課 

保健福祉課 

関係各課 
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【民間シェルター】 

ＤＶ被害者が加害者から逃れるための緊急一時的な保護施設（シェルター）のこと。 

○●相談窓口●○ 

■長野県女性相談支援センター 

      ☎ ０２６－２３５－５７１０ 

   ■長野県男女共同参画センター“あいとぴあ” 

☎ ０２６６－２２－８８２２ 

■長野県性暴力被害者支援センター“りんどうハートながの” 

      ☎ ０２６－２３５－７１２３ 

■長野県児童虐待・ＤＶ２４時間ホットライン 

      ☎ ０２６－２１９－２４１３ 

■諏訪保健福祉事務所 

☎ ０２６６－５７－２９１１ 

■みんなの人権１１０番 

☎ ０１２０－０３７－５５５ 

■県警性犯罪被害ダイヤルサポート１１０ 

      ☎ ０２６－２３３－９１１０（プッシュ回線からは♯８１０３） 

■長野犯罪被害者支援センター 

☎ ０２６３－７３－０７８３ 

 

 

 

 

 

 

ＤＶ等の問題は 

ひとりで悩まず 

ご相談ください。 



目標Ⅲ 安心・安全な暮らしの実現 
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○施策１ 生活基盤の整備と支援 

    安心してこどもを産み育てることのできる環境の整備、若者やひとり親の経済的・社会的自立

の促進、生活困窮者の自立支援、外国人住民が安心して暮らせる環境の整備等、誰一人取り残さ

ない生活基盤の整備と支援を図ります。 

事業の内容 所管課 

女性が安心して妊娠期・出産期を過ごすことができるよう、健康診査、相談、

指導体制の充実を図ります。 

☆不妊、不育治療を行っている夫婦へ治療に要した費用の一部助成 

☆妊産婦の健康管理充実と経済的負担軽減のため、公費による「妊婦一般健 

康診査」、「産婦健康診査」の実施 

☆妊娠中の健康管理や育児について学ぶ教室の開催（両親学級） 

☆妊娠中に相談を希望される方への家庭訪問（妊婦訪問） 

☆保健師・助産師が新生児の体重測定や育児相談を家庭訪問にて実施 

 （新生児訪問） 

保健福祉課 

子育てサークル等の活動を支援します。 教育こども課 

【再掲】国・県及び町の相談窓口に関する情報発信を広報誌やしもすわイン

フォ等を活用し、積極的に実施します。 

総務課 

関係各課 

県や病院、民間支援団体等との連携を強化し、情報共有や包括的かつ継続的

な支援を推進します。 
関係各課 

 

○施策２ 高齢者や障がいのある方の社会参画の推進 

    高齢者や障がいのある方が、意欲や能力に応じて社会参画し、生きがいを持って生活が送れる

よう、関係機関と連携し、環境整備を図ります。 

事業の内容 所管課 

【再掲】国・県及び町等の支援や相談窓口に関する情報発信を広報誌やしも

すわインフォ等を活用し、積極的に実施します。 

総務課 

関係各課 

介護、介助についての情報を提供し、介護、介助をする人も受ける人も、と

もに社会参画できるよう支援します。 
保健福祉課 

【再掲】県や病院、民間支援団体等との連携を強化し、情報共有や包括的か

つ継続的な支援を推進します。 
関係各課 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針２ 誰もが健やかに暮らせる環境づくり 
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○施策３ 生涯を通じた心身の健康支援 

   ライフステージに応じて、一人ひとりが自らの健康を適切に管理できるよう支援を行うほか、

発達段階に応じた性や生命に対する教育を行うとともに、心と身体の悩みや健康についての相談

体制の充実を図ります。 

事業の内容 所管課 

【再掲】女性が安心して妊娠期・出産期を過ごすことができるよう、健康診

査、相談、指導体制の充実を図ります。 

☆不妊、不育治療を行っている夫婦へ治療に要した費用の一部助成 

☆妊産婦の健康管理充実と経済的負担軽減のため、公費による「妊婦一般健 

康診査」、「産婦健康診査」の実施 

☆妊娠中の健康管理や育児について学ぶ教室の開催（両親学級） 

☆妊娠中に相談を希望される方への家庭訪問（妊婦訪問） 

☆保健師・助産師が新生児の体重測定や育児相談を家庭訪問にて実施 

 （新生児訪問） 

保健福祉課 

ジェンダー平等やリプロダクティブ・ヘルス／ライツの問題に関する情報や

学習機会を提供します。 

総務課 

教育こども課 

飲酒・喫煙・覚醒剤等の健康に害を及ぼす影響について情報提供を行うとと

もに、自分の健康を適正に管理・改善するための学習機会の充実、指導、啓

発に努めます。 

☆保健師による小学校における禁煙授業の実施 

☆保健師、養護教諭による中学校における「ＳＯＳの出し方教育」の実施 

 （保健福祉課） 

保健福祉課 

住民環境課 

教育こども課 

【再掲】県や病院、民間支援団体等との連携を強化し、情報共有や包括的か

つ継続的な支援を推進します。 
関係各課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【リプロダクティブ・ヘルス／ライツ】 

１９９４年にカイロで開催された「国際人口・開発会議」において提唱された概念。性や出産、 

自分の身体に関することは自分自身で決められる権利のこと。
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 ◆しもすわ男女共同参画推進委員会の役割について◆ 

  この計画に基づいた各種施策を総合的・計画的に推進するため、町民の代表者による「しもすわ男 

女共同参画推進委員会」（しもすわ男女共同参画推進委員会要綱第１条に規定）を設置します。委員会

は各種団体等と協働して、積極的に研修、啓発、推進を行います。また、男女共同参画に関する調査

研究を行い、必要に応じて町長に提案します。 

 

 ◆下諏訪町男女共同参画審議会の役割について◆ 

  下諏訪町男女共同参画いきいき社会づくり条例第１８条に規定する「下諏訪町男女共同参画審議会」 

 を町長の諮問機関として設置し、審議会は、町長の諮問に応じて調査・審議します。また、施策の基 

 本的事項及び重要事項について町長に意見を述べます。 

 

 ◆下諏訪町役場男女共同参画推進会議による総合的な調整◆ 

  町における男女共同参画の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、各課の職員を委 

員とする「下諏訪町役場男女共同参画推進会議」を設置し、各課が連携して取り組みます。 

 

 ◆国や県等関係機関との連携◆ 

  関係機関と連携・協力し、情報を共有することで、男女共同参画社会の実現に取り組みます。 

 

 

 

  町民や町内事業所に対して、男女共同参画についての意識調査を実施し、実態の把握に努め、 

意見・要望を施策に反映します。 

 

 

 

  町民や事業者が男女共同参画に対する理解を深め、実践的に取り組むことができるよう、町の

取組状況をホームページ等の情報発信媒体を活用して、公表します。 

 

 

 

  男女共同参画社会の実現には、行政・町民・事業者・教育関係者との連携が必要不可欠です。

そのため、町は、町民団体等が行う男女共同参画に関する活動を支援するとともに、各種施策を

進める際にも、町民・町民団体及び事業者・教育関係者と協働して、事業を実施します。 

第４章 推進に向けて 

１ 推進体制の整備・充実 

２ 町全体で男女共同参画を推進するために 

３ 男女共同参画に関する情報提供 

４ 協働による男女共同参画社会の実現 
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●下諏訪町の人口の推移 

 町の人口の推移については、男女とも減少が続いています。 

 

男女共同参画に関する意識調査結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※調査結果は、小数点以下第３位の四捨五入により合計が１００％にならない場合があります。 

資料編 

調査期間：令和７年１月１０日（金）から ２月１４日（金）まで 

調査対象：①１８歳以上（平成１９年４月１日以前生まれ）の下諏訪町民１,０００人 

（永住外国人を含む／住民基本台帳から無作為抽出） 

②商工会議所会員事業所のうち従業員が２名以上の法人事業所２６７件 

回 答 数：①４４３人（男性：１８７人 女性：２３４人 無回答：１３人 回答しない：９人） 

     ②９７件（建設業：１３件 小売業：１１件 金融・保険業：５件 飲食業：４件 

          製造業：２８件 運輸・通信業：３件 不動産業：２件 卸売業：３件 

          サービス業：１９件 電気・ガス・熱供給・水道業：１件 その他：９件） 

回 答 率：①４４．３％ 

②３６．３％ 
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①下諏訪町民 

● あなたのことについてお尋ねします。 

 ①年齢 

 
 
Ｒ元 

 
 
 Ｒ６ 
  
 
 
 
 

②居住区 ※Ｒ６新規 
 
 
 Ｒ６ 
 
 
 
 

 ③職業 

 
 
Ｒ元 

 
 
 Ｒ６ 
 
 
 
 
 
 

 ④婚姻 
 
 
 Ｒ元 
 
 
 Ｒ６ 
 
 

 
 

⑤子ども ※Ｒ６新規 

 
Ｒ６ 

 
 
 
 

⑥要介護者 ※Ｒ６新規 

 
 
Ｒ６ 
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● あなたは男女の立場についてどのように感じていますか？ 

 
 
 
 
 
 

 ①家庭生活において 

 
 
 Ｒ元 
 
 
Ｒ６ 

 
（内訳） 

 
男性 
 
 
女性 
 

 

②職場において 

 
 
Ｒ元 

 
 
Ｒ６ 
 
（内訳） 
 
男性 

  
 
女性 
 

 
 

③学校において 
 
 
Ｒ元 
 
 
Ｒ６ 

 
（内訳） 
 
男性 

 
 
 女性 
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④地域において 
 
 
Ｒ元 

 
 
 Ｒ６ 
 
（内訳） 
 
男性 

 
 
 女性 
 
 
 
 

 ⑤社会の慣習・しきたりにおいて 
 
 
 Ｒ元 
 
 
 Ｒ６ 
 
 （内訳） 
 
 男性 
 
 
 女性 
 
 

 

 ⑥政治の場において 
 
 
 Ｒ元 
 
 
 Ｒ６ 
 
（内訳） 
 
男性 

 
 
 女性 
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 ⑦法律や制度において 
 
 
 Ｒ元 
 
 
 Ｒ６ 
 
 （内訳） 
 
 男性 
 
 
 女性 
 
 
 

 ⑧社会全体 ※Ｒ６新規 
 
 
 Ｒ６ 
 

 （内訳） 
 
 男性 
 
 
 女性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 女性が仕事を持つことについてどのようにお考えですか？ 

 
 
 Ｒ元 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ｒ６ 
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● 女性が働き続ける妨げとなっていることはどのようなことだとお考えですか？ 

（３つまで選択可） 

    
 Ｒ元 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ｒ６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

● 「男らしく」、「女らしく」という性別によるしつけや教育についてどのようにお考えですか？ 
 
 
 
 Ｒ元 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ｒ６ 
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● あなたのご家庭では家事等の分担をどのようにされていますか？ 

 ①食事のしたく 
 
 
 Ｒ元 
 
 
 
 Ｒ６ 
 男性 
 
 
女性 

 
 
 
 
 
 

 ②食事の後かたづけ・食器洗い 

 
 
 Ｒ元 
 
 
 
 Ｒ６ 
 男性 
 
 
女性 

 
 
 
 
 
 

③掃除 

 
 
 Ｒ元 
 
 
 
 Ｒ６ 
 男性 
 
 
女性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 

 

④洗濯 

 
 
 Ｒ元 
 
 
 
 Ｒ６ 
 男性 
 
 
女性 

 
 
 
 
 
 

⑤育児 

 
 
 Ｒ元 
 
 
 
 Ｒ６ 
 男性 
 
 
女性 

 
 
 
 
 
 

⑥介護 

 
 
 Ｒ元 
 
 
 
 Ｒ６ 
 男性 
 
 
女性 
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⑦地域活動 

 
 
 Ｒ元 
 
 
 
 Ｒ６ 
 男性 
 
 
女性 

 
 
 
 
 
 

⑧ゴミ出し ※Ｒ６新規 

 
 
 Ｒ６ 
 男性 
 
 
女性 

 
 
 
 
 
 

⑨子どもの学校行事への参加 ※Ｒ６新規 

 
 
 Ｒ６ 
 男性 
 
 
女性 

 
 
 
 
 
 

⑩買い物 ※Ｒ６新規 

 
 
 Ｒ６ 
 男性 
 
 
女性 
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● 男性が女性とともに家事、子育て、介護等に積極的に参加していくためにはどのようなこと 

が必要だとお考えですか？（複数選択可） 

 
Ｒ元 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ｒ６ 
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● あなたはどのような社会活動をしていますか？（３つまで選択可） 

    
Ｒ元 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｒ６ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 現在、町内会等の役職、議員や行政委員における女性の割合が低い傾向にありますが、 

これについてあなたはどのようにお考えですか？ 

（審議会等における女性の割合 令和６年４月１日時点 ２８.６％） 

 
 
 Ｒ元 
 
 
 
 Ｒ６ 
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● 社会活動や役職者に女性の割合が低い原因はどのようなことだとお考えですか？ 

（３つまで選択可） 

 
Ｒ元 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｒ６ 
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● 「ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）」配偶者や恋人など親密な関係の相手からの暴力 

  について経験したり、見聞きしたりしたことはありますか？ 

 
 
Ｒ元 

 
 
Ｒ６ 
 

（内訳） 
 
男性 
 
 

女性 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

● 行政機関による相談窓口はご存じですか？（複数選択可） 

  
Ｒ元 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｒ６ 
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● 日頃の防災や災害対策本部・避難所の運営、復旧・復興等における男女共同参画、意思決定 

の場への女性の参画について、どのようにお考えですか？ 

 
 Ｒ元 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ｒ６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 防災・災害復興対策において、男女共同参画の視点からどのような取り組みが必要であると 

お考えですか？ 

 
 
 
 
 
 

 

①防災計画策定や防災会議に女性が参画すること 
   
 
Ｒ元 

 
 
 Ｒ６ 
 
 
 

 ②対策本部に女性が配置されること 

 
 
Ｒ元 

 
 
 Ｒ６ 
 
 
 
 
 

■必要である          ■どちらかといえば必要である   

■どちらかといえば必要ない   ■必要ない 

■どちらともいえない      ■無回答 
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③災害時の救援医療体制の充実医療体制・妊産婦など 
 
 
Ｒ元 

 
 
 Ｒ６ 
 
 

 

④避難所設備の充実男女別トイレ・更衣室・防犯対策など 
 
 
Ｒ元 

 
 
 Ｒ６ 

 
 
 

⑤避難所運営責任者に男女がともに配置されること 
 
 
Ｒ元 

 
 
 Ｒ６ 

 
 
 

⑥必要な備蓄品の把握や支給する際の配慮 
 
 
Ｒ元 

 
 
 Ｒ６ 
 
 
 

⑦被災者に対する相談体制の充実 
 
 
Ｒ元 

 
 
 Ｒ６ 
 
 
 

 ⑧仮設住宅の設置や生活再建支援への配慮 

 
 
Ｒ元 

 
 
 Ｒ６ 
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● 男女共同参画の社会づくりのためにはどんな事が大切だとお考えですか？ 

（３つまで選択可） 

     
Ｒ元 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ｒ６ 
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 ● 男女共同参画社会推進のためにどんなことを施策として取り入れたらよいとお考えですか？ 

   （３つまで選択可） 

 
Ｒ元 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｒ６ 
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● 次の言葉についてご存じですか？ 

 
 
 
 
 
 

①男女共同参画社会 

  
 
Ｒ元 

  
  
Ｒ６ 

 
 
→男女が社会の対等な構成員として社会のあらゆる分野に参画する機会が確保される社会 

 

 ②男女雇用機会均等法 

 
 
 Ｒ元 
  
 
 Ｒ６ 
 
 
→雇用の分野で男女の均等な取り扱いについての規定 

 

③育児・介護休業法 

 
 
 Ｒ元 
 
  
 Ｒ６ 
 
 
→育児又は介護を行う労働者の福祉に関する法律 

 

 ④配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律ＤＶ防止法 

 
 
 Ｒ元 
 
  
 Ｒ６ 
 
 
→配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより配偶者から 
の暴力の防止及び被害者の保護を図る法律 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■よく知っている            ■少し知っている   

■聞いたことはあるが内容は知らない   ■知らない   ■無回答 
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 ⑤ワーク・ライフ・バランス仕事と生活の調和 

 
 
 Ｒ元 
  
 
 Ｒ６ 
 
 
→仕事と生活の調和 

 

⑥下諏訪町男女共同参画社会いきいき社会づくり条例 

  
 
Ｒ元 

  
 
 Ｒ６ 
 
 
→男 

 

⑦長野県「社員の子育て応援宣言」 

 
 
 Ｒ元 
  
 
 Ｒ６ 
 
 
→企業のトップの方から従業員の仕事と家庭が両立できる職場環境づくりの取組を宣言していただ 
く制度 

 

 ⑧女性の職業生活における活躍の推進に関する法律女性活躍推進法 

 
 
 Ｒ元 
  
 
 Ｒ６ 
 
 
→男女の人権が尊重され、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを 
目的とする法律 

 

 ⑨イクボス・温かボス宣言 

  
 
Ｒ元 

  
 
 Ｒ６ 
 
 
→管理職等が従業員や部下の仕事と子育て・介護の両立支援を推進する取組 
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 ⑩ジェンダー 

 
 
 Ｒ元 
  
 
 Ｒ６ 
 
 
→社会的・文化的に作られた性差 

 

⑪デートＤＶ 

 
 
 Ｒ元 
  
 
 Ｒ６ 
 
 
→交際相手から受ける身体的・精神的な暴力 

 

⑫ポジティブ・アクション ※Ｒ６新規 

  
 
Ｒ６ 

  
 
→男女労働者の間に生じている差を解消しようとする自主的かつ積極的な取組 
 

⑬性的マイノリティ、LGBTQ ※Ｒ６新規 

 
 
 Ｒ６ 
  
 
→同性等に恋愛感情を持つ方、自分の性に違和感がある方等 
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②法人事業所 

● 業種 

 
  
 
Ｒ元 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｒ６ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

● 令和６年４月１日現在の従業員数を教えてください。 

○正社員 
 
 
Ｒ元 

 
 
 Ｒ６ 
 
 
 

○その他の社員 
 
 
Ｒ元 

 
 
Ｒ６ 
 

 
 

 ○全体 
 
 
 Ｒ元 
 
 
 Ｒ６ 
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● 令和６年４月１日現在の管理職の人数を教えてください。 
  
 
Ｒ元 

 
 
 Ｒ６ 
 
 
 
 

● 女性の管理職登用についてどうお考えですか？ 
    
 
 Ｒ元 
 
 
 
 
 Ｒ６ 
 
 
 
 

 
 

● 男性従業員が育児・介護休業を取得することについてどうお考えですか？ 

 
 
Ｒ元 

 
 
 Ｒ６ 
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● 男女とも働きやすい職場をつくるために特に必要なことはどんなことだと思いますか？ 

（３つまで選択可） 

 
 Ｒ元 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｒ６ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● あなたの事業所では、男女共同参画に関する研修等を行っていますか？ 

 
 
 Ｒ元 
 
 
 
 Ｒ６ 
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● 女性が働き続ける妨げとなっていることはどんなことだと思われますか？（３つまで選択可） 
 
Ｒ元 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ｒ６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 次の法律・言葉についてご存知ですか？ 

 
 
 
 
 
 

①男女共同参画基本法 
 
 
 Ｒ元 
 
 
 Ｒ６ 
 
 
 
 
 

■知っている      ■詳しくは知らない   

■知らない       ■無回答    
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②男女雇用機会均等法 
 
 
 Ｒ元 
 
 
 Ｒ６ 
 
 
 
③育児・介護休業法 

 
 
 Ｒ元 
 
 
 Ｒ６ 
 
 
 
  ④パートタイム労働法 
 
 
 Ｒ元 
 
 
 Ｒ６ 
 
 
 
 ⑤ワーク・ライフ・バランス仕事と生活の調和 

 
 
 Ｒ元 
 
 
 Ｒ６ 
 
 
 
  ⑥下諏訪町男女共同参画いきいき社会づくり条例 
 
 
 Ｒ元 
 
 
 Ｒ６ 
 
 
 
  ⑦下諏訪町男女共同参画計画「いきいきパートナーシップ」 
 
 
 Ｒ元 
 
 
 Ｒ６ 
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 ⑧長野県「社員の子育て応援宣言」 
 
 
 Ｒ元 
 
 
 Ｒ６ 
 
 
 
⑨女性の職業生活における活躍の推進に関する法律女性活躍推進法 

 
 
Ｒ元 

 
 
 Ｒ６ 
 
 
 
 ⑩イクボス・温かボス宣言 
 
 
 Ｒ元 
 
 
 Ｒ６ 
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◆◆◆計画づくりに携わっていただいた皆様◆◆◆ 

●下諏訪町男女共同参画審議会 

 

役 職 氏 名 

会 長  

副 会 長  

委 員  

委 員  

委 員  

委 員  

委 員  

委 員  

 

 

●しもすわ男女共同参画推進委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役 職 氏 名 所 属 等 役 職 氏 名 所 属 等 

委 員 長 小 口 直 次 第３区 委 員 長谷川信康 
第４区 

副委員長 上野和歌子 第６区 委 員 菊池ゆう子 

委 員 松 澤 隆 下諏訪町民生児童福祉委員協議会 委 員 長 﨑 英 利 
第５区 

委 員 平 林 知 子  委 員 久保田敏子 

委 員 小 口 進 也 下諏訪町保育園保護者会連合会 委 員 篠 遠 富 恵 第６区 

委 員 中村喜美子 下諏訪地区更生保護女性会 委 員 林 芳 男 
第７区 

委 員 大 橋 和 子 下諏訪商工会議所女性会 委 員 高 橋 恵 子 

委 員 髙木萬知江  委 員 齋 藤 玲 
第８区 

委 員 津 村 朋 信  委 員 新 井 雅 子 

委 員 依 田 秀 人 
第１区 

委 員 岡 本 保 
第９区 

委 員 笠 原 京 子 委 員 横 内 玲 子 

委 員 藤 森 明 
第２区 

委 員 赤 羽 茂 幸 
第１０区 

委 員 武居千代子 委 員 小 田 切 子 

委 員 遠 藤 敏 恵 第３区    
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令和８年４月発行 

編集発行：長野県下諏訪町総務課 

〒３９３－８５０１ 

 長野県諏訪郡下諏訪町４６１３番地８ 

ＴＥＬ ０２６６－２７－１１１１ 

ＦＡＸ ０２６６－２８―１０７０ 

Ｈ Ｐ https://www.town.shimosuwa.lg.jp 


